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長野県告示第549号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により認定した救急病院は、次のとおりである。

　　令和５年10月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

名　　　称 所　　在　　地 認定の有効期限

長野県立こども病院 安曇野市豊科3100 令和８年10月29日

菅沼病院 飯田市鼎中平1970 令和８年11月10日

医療政策課

長野県告示第550号

　農林水産大臣から、次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第

30条の規定により告示します。

　　令和５年10月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　解除に係る保安林の所在場所

　　長野市篠ノ井山布施字池之平7527 の 16（次の図に示す部分に限る。）、7502 の２、

　　7503 の５、7527 の 13、7527 の 18、7528 の８

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備
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森林づくり推進課

長野県告示第551号

　北陸地方整備局千曲川河川事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和５年10月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量

２　作業期間

　　令和５年10月10日から令和５年12月20日まで

３　作業地域

　　中野市

建設政策課

長野県告示第552号

　北陸地方整備局松本砂防事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条

第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和５年10月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　航空レーザ測量

２　作業期間

　　令和５年10月２日から令和６年２月29日まで

３　作業地域

　　姫川流域左支川浦川（金山沢源頭部）

建設政策課

長野県告示第553号

　北陸地方整備局松本砂防事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条

第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和５年10月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量、UAV レーザ測量

２　作業期間

　　令和５年10月６日から令和６年１月31日まで

３　作業地域

　　北安曇郡小谷村

建設政策課

３　解除の理由

　　指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を長野県林務部森林づくり推進課及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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長野県告示第554号

　北陸地方整備局松本砂防事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条

第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和５年10月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量、UAV レーザ測量

２　作業期間

　　令和５年10月３日から令和６年３月25日まで

３　作業地域

　　松本市

建設政策課

長野県告示第555号

　北陸地方整備局松本砂防事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条

第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和５年10月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量、UAV レーザ測量

２　作業期間

　　令和５年10月３日から令和６年３月15日まで

３　作業地域

　　大町市

建設政策課

長野県告示第556号

　北陸地方整備局湯沢砂防事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条

第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和５年10月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　２級基準点測量、UAV レーザ測量

２　作業期間

　　令和５年10月16日から令和６年１月31日まで

３　作業地域

　　下水内郡栄村

建設政策課

長野県告示第557号

　松本市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和５年10月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　基準点復旧測量
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建設政策課

長野県告示第558号

　飯田市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和５年10月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　３級基準点測量

２　作業期間

　　令和５年10月10日から令和６年１月31日まで

３　作業地域

　　飯田市

建設政策課

長野県告示第559号

　小諸市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公共

測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和５年10月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　航空写真撮影及びデジタルオルソデータ作成

２　作業期間

　　令和５年９月11日から令和６年３月15日まで

３　作業地域

　　小諸市

建設政策課

２　作業期間

　　令和５年10月16日から令和５年11月16日まで

３　作業地域

　　松本市


